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義務教育就学児および高校生等医療費助成制度の所得制限を撤廃します
　令和６年10月より義務教育就学児および高校生等医療費助成制度の資格要件である所得制限を撤廃します。助成を受けるには医療証の交付
申請が必要です。対象と思われる方には、７月1日以降に申請書を送付しますので下記窓口に提出してください。
 問子育て支援課子育て支援係☎042-49７-2088
◆助成対象となる方（いずれも該当）
①市内に住所を有する児童を養育している方（単身赴任等で養育し
　ている方の住所が市外の場合でも、対象児童が市内に住所を有す
　る場合は対象となります）
②義務教育就学期または高校生等年代の児童を養育している方（生
　年月日が平成18年4月2日から平成３0年4月1日の方）
③国民健康保険、社会保険などに加入している児童を養育している
　方
◆助成対象とならない方
①生活保護を受けている児童を養育している方
②児童福祉施設等に入所している児童を養育している方
③里親・小規模住居型児童養育事業者（ファミリーホーム）に委託
　されている児童を養育している方
④「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者医療費助成」の

医療証をお持ちの令和６年度非課税世帯の方
◆必要書類
①医療証交付申請書
②対象児童の健康保険証の写し
③申請者及び申請者の配偶者の令和６年度課税証明書（令和６年1月
　1日に清瀬市に住民登録がなかった方のみ）
④医療費助成監護事実の同意書・調査書（申請書に記載の状況に該
　当する方のみ）
◆受付期間
７月1日から8月20日まで
※上記期間以後も申請は可能ですが、医療証の交付が遅れる可能性
があります。また、令和６年10月1日以後の申請の場合、申請日か
らの資格となりますので、注意してください。
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高 齢 者 虐 待 防 止高 齢 者 虐 待 防 止 に は 皆 さ ん皆 さ ん の 力力 が 必 要必 要 で す！
　超高齢社会の今、誰もが介護する・介護される可能性のある時代になりました。それとともに高齢者の虐待が身近なものとな
りつつあります。誰もが直面するかもしれない問題を自分ごとと捉え、助け合い、高齢者本人や家族を地域で支え合っていくこ
とが大切です。 問介護保険課地域包括ケア係☎042-49７-2082

こんな行為、虐待です！こんな行為、虐待です！

虐待が起きる背景虐待が起きる背景

◆身体的虐待
つねる、蹴る、やけどをさせる、無理やり食事を口
に入れる、ベッドに縛り付ける、薬を過剰に与える
◆介護・世話の放棄
水分や食事を十分に与えない、必要な医療や介護
サービスの利用を制限する、劣悪な環境に放置す
る、季節外れの服を着せたままにする
◆心理的虐待
怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱して子ども扱いする、意図的に
無視する
◆性的虐待
懲罰と称し下半身を裸にして放置する、わいせつな行為をしたり強要
したりする
◆経済的虐待
日常的に必要な金銭を渡さない(使わせない）、 医療
や介護サービスの費用を支払わない、年金や貯金
を本人の意思や利益に反して使用する
◆その他にも…
セルフネグレクト(自分の生命、健康、生活を自ら損なったまま放置)
している方もいます。

地域の皆さんへのお願い地域の皆さんへのお願い
　高齢者とその家族が孤立しないよう
に、あいさつや声かけなどのさりげない
見守りをお願いします。
　また、地域の方が困っている高齢者や家族の方に気づいたら地域
包括支援センターなどへの相談を勧めることやご相談いただくこと
もできます。相談者の秘密は守られます。高齢者の住んでいる地域
を確認いただき、下記までご相談ください。
【受付時間】平日午前8時半から午後５時まで

地域 センター名 電話番号
中里・下宿・

旭が丘 きよせ清雅地域包括支援センター 042-49５-1３７0
上清戸・中清戸・

下清戸・元町 きよせ社協地域包括支援センター 042-49５-５５1６

竹丘・梅園・野塩
・松山 きよせ信愛地域包括支援センター 042-492-18５0

市内全域 清瀬市地域包括支援センター 042-49７-2082

◆高齢者の状況
認知症による言動の混乱、身体の自立度が低い、
サービスへの抵抗感がある
◆介護者の状況
介護の方法がわからない、介護者に病気や障害
がある、経済的に困っている
◆人間関係
高齢者と介護者の折り合いが悪い、依存している(共依存)
◆環境要因
近所付き合いがない、身近に頼る家族がいない、失業や倒産をした

虐待者＝悪者ではありません虐待者＝悪者ではありません
　虐待が起こる背景には、多くの場合、さまざまな要因が重なってい
ます。
　また、家族が本人のためと思ってしていたことが、結果的に本人の
権利を侵害していたり、気づかずに虐待状態になってしまっているこ
とも少なくありません。
　虐待の行為だけに捉われず、その背景を探り、支援につなげる必要
があります。

　市では、市民の皆さんに広く知識を得てい
ただくために、高齢者虐待に関するリーフ
レットを市内地域包括支援センターで配布
しています。また、市ホームページからダ
ウンロードすることもできます。ぜひご覧
ください。

詳しくは
こちら
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〇保護司ってなに？
　犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支
えるボランティアです。法務大臣から委嘱を
受け、地域で活動しています。
〇どんな活動をしているの？
　罪を犯して保護観察になった人の生活を見
守りながら、再び犯罪を犯すことが無いよう
に指導やさまざまな相談に乗っています。
〇保護司が実施している「社会を明るくする
運動」ってなに？

　犯罪や非行をした人のなかには、ひとりで
はどうにもならない“生きづらさ”を抱えてい
る人たちがいます。その一人ひとりを受け入
れ、立ち直りの支援を行う活動が、犯罪や非
行のない安全で安心な地域社会につながりま
す。

　毎年７月に強化月間を設定し、犯罪や非行
の防止と罪を犯した人たちの更生について理
解を深め、犯罪のない明るい社会を築く啓発
活動として、リーフレット配布やコンサート、
作文コンテストなどを行っています。
〇きよせひまわりコンサート開催
　無料・直接会場へ。
 日７月1３日㈯午後1時３0分～３時３0分（開場
は午後1時～）
 場清瀬けやきホール
【出演】清瀬中学校筝曲部、清瀬中学校・清
瀬第五中学校吹奏楽部など

〇令和５年度　第7３回「社会を明るくする運
動」作文コンテスト実施結果
【清瀬市】小学校の部＝応募総数2６8作品、
中学校の部＝応募総数444作品
【東京都】応募総数＝小学校の部３,６2７作品、

中学校の部10,３３６作品）
【全国】応募総数＝小学校の部12７,880作品、
中学校の部1７8,422作品）
〇令和6年度　第74回「社会を明るくする運
　動」作文コンテスト実施予定
　小・中学生の皆さん、家族や学校、社会で
の出来事などをとおして、犯罪や非行などに
ついて考えたことや感じたこと、体験したこ
とを、あなたも作文にしてみませんか？　
　詳しくは学校を通じてお知らせします。
〇令和５年度「社会を明るくする運動」におけ
る民間協力者に対する感謝状を贈呈
　きよせひまわり
コンサートでは吹
奏楽部の楽器運搬
が欠かせません。
いつも丁寧に、繊
細で大切な楽器を
運んでくださいま
したアサダ楽器株式会社に感謝の気持ちをこ
めて、東京保護観察所所長感謝状を贈呈しま
した。
 問福祉総務課福祉総務係☎042-49７-20５６

「保護司」をご存じですか？

受験生チャレンジ支援貸付
　一定所得以下の世帯に、受験
費用などの貸し付けを無利子で
行います。貸し付けには収入要
件がありますが、失業や休職、
就労形態の変更など、やむを得
ない状況で収入が著しく減少し
た場合も、貸し付けの対象とな
る場合があります（この場合は
12月以降の申請）。高校・大学
などに入学後、申請により返済

（償還）が免除される場合があ
ります。 
対中学３年生・高校３年生また
はこれに準ずる方で、令和６年

4月1日時点で20歳未満の方
【貸付内容】
塾代＝上限200,000円、高校
受験料＝上限2７,400円、大学
等受験料＝上限80,000円
 申 問令和７年1月３1
日までに生活福祉課
庶務係
☎ 042-49７-20５8
へ
※相談には時間を要
しますので、事前に
電話で日時の予約を
お願いします。

詳しくは
こちら

　

　６月12日㈬に市民税・都民税
の納税通知書を発送しました。
　第1期の納付期限は７月1日㈪
です。納付書が同封されている
方は納付忘れにご注意くださ
い。納付忘れをしないため口座
振替をご利用ください。
　なお、市民税・都民税が課税
されていない（非課税の）方に
は送付されません。 

問課税課市民税係
☎042-49７-2040

市民税・都民税の納付忘れにご注意ください

納税通知書封筒イメージ

更生ペンギンの
ホゴちゃんと
サラちゃん

感謝状贈呈の様子

令和５年度の様子
(左：清中・五中合同吹奏楽、右：よさこいソーラン清瀬)

将来の自立に向けた進学を応援します！

　自然豊かな清瀬市内を巡るウ
ォーキングをさらに楽しんでい
ただくため、昨年度に引き続き、
スマートフォンを使った「きよ
せWalking Mapデジタルスタ
ンプラリー(夏)」を開催します。
　期間中にウォーキングコース
を歩いてスタンプを獲得し、応
募いただいた方に抽選で、市内
加盟店で1ポイント＝1円で利
用できるきよせニンニンポイン
ト1,000ポイントをプレゼント
します。
　事業の詳細と参加方法は市ホ
ームページを確認してくださ
い。
 対市内に住民登録のある方
  【実施・抽選応募期間】
７月1日㈪から３1日㈬まで
【応募口数】最大５口

【ポイント付与時期】8月下旬予
定
 問健康推進課成人保健係
☎042-49７-20７６
※きよせニンニンポイントの受
け取りには、スマートフォン用
の地域アプリ「きよせニンニン
ポイントアプリ」のインストー
ルとユーザ登録が必要です。

スタンプラリーに
ついて詳しくは

こちら

「ニンニンポ
イント」につ
いてはこちら

秋も開催予定！秋も開催予定！
継続して健幸を継続して健幸を
意識してみませ意識してみませ
んか？んか？

きよせニンニン
ポイントアプリ

(iOS版)

きよせニンニン
ポイントアプリ

(android版)


